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Ⅰ 評価の視点

＜事業要綱第１「趣旨」＞

農地・農業用水等の資源資源資源資源については、過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低下集落機能の低下集落機能の低下集落機能の低下により、そ

の適切な保全管理が困難保全管理が困難保全管理が困難保全管理が困難となってきている現状や、農村の自然環境や景観の保全・形成自然環境や景観の保全・形成自然環境や景観の保全・形成自然環境や景観の保全・形成等の多面的機能の

発揮を巡る国民の要請、ゆとりや安らぎといった国民の価値観の変化等の視点も踏まえた対応が必要となっ

ている。

また、これら資源を基礎として営まれる農業生産活動農業生産活動農業生産活動農業生産活動については、環境問題に対する国民の関心が高まる

中で、我が国の農業生産全体の在り方を環境保全を重視環境保全を重視環境保全を重視環境保全を重視したものに転換していくことが求められている。

（１）本対策の目的

課題

本対策の４つの目的

資源保全管理が困難

農村の自然環境や景観

を巡る国民の要請

集落機能の低下

農業生産を環境保全を

重視したものに転換

生 産 資 源 の 保 全 管 理

農 村 環 境 の 保 全 向 上

集 落 機 能 活 性 化

環 境 保 全 型 農 業 の 推 進

＋
選択的実施

本対策の４つの目的
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（２）活動組織の取り組みの評価（３つの視点から）

生産資源

の保全管

理の視点

○施設保全活動の強化

○施設長寿命化の活動が展開

○遊休農地の保全管理

集落機能活性化の視点

○多様な主体の参画

○共同活動に関する地

域意識の高揚

○地域のつながりの強化

環境に優しい

農業の推進

○取り組みの拡大

○農村環境の向上

環境保全型農業

の推進の視点

項目別の視点

＋

農業基盤整備の保全・向上

資源を守

る集落機

能の保

全・向上

農村環境の保全・向上

農村環境

の保全向

上の視点

○環境保全活動の強化

○農村環境の維持・向上

○地域のつながりの強化 ○農村環境の向上

○地域農業の振興

○施策目的への総合的な到達度

（４つの目的（資源、環境、集落機能、環境保全型農業）の達成度と総合到達度）

○地域の将来への効果

（持続可能な生産資源の確保、地域農業の振興、活動の持続性、地域の将来像など）

○活動のより一層の充実のために

（地域の個性の発揮、地区外との交流や情報発信の事例と波及効果の検証）

総合的な視点

○交付金使途の検証

○事業運営上の課題検証

事業検証の視点

4



3,383
1,315

4,493
3,189

1,000
2,000
3,000
4,000
5,000

対策前 対策後

Ⅱ 生産資源の保全管理

3,912 3,219
7,297 7,417

2,000
4,000
6,000
8,000

対策前 対策後

（１） 施設の保全活動の強化

基礎的な維持管理は対策前と比べて約２倍に強化

最も伸び率の小さい開水路の土砂上げでも、対策後に活動組織内の水路総延長の半分程度まで対

応可能となっており、土砂のたまりにくい小型のコンクリート用水路は数年に１度の頻度で実施されるこ

とを考えれば、ほぼ年間必要分は全て実施されていると考えられる。

各施設の数量

面積 36,757 ha

水路延長 8,963 km

農道延長 6,481 km

N=648 N=648

111,236 32706

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基礎活動

農業者 非農業者

1,315
0

1,000

水路泥上げ(km) 農道砂利敷(km)

3,219
0

水路草刈り(km) 農道草刈り(km)

非農業者の応援を２割得て、維

持管理活動を強化

維持管理の強化により、担い手の作

業が軽減・・担い手の７割以上が満足

水路泥上げ、農道砂利敷（年間のべ延長ｋｍ）施設の草刈（年間のべ延長ｋｍ）

２０年度の のべ活動参加者

N=650

73%

18%

9%

担い手農家の満足度担い手農家の満足度担い手農家の満足度担い手農家の満足度

（維持活動の強化が作業軽減につながったか）（維持活動の強化が作業軽減につながったか）（維持活動の強化が作業軽減につながったか）（維持活動の強化が作業軽減につながったか）

N=357

満足

どちらでもない

不満
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Ⅱ 生産資源の保全管理

（２） 施設の長寿命化に関する活動の展開

本対策により地域自ら施設の機能診断を１００％実施して、予防的修繕を実施

水路の診断
しっかり記録・・活動に生かす

①機能診断と予防修繕の活動の実施

ゲート再塗装

13

3

25

4

22

9

23

36

17

48

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策後

対策前

ほぼ全部 大半 半分いらい 少し なし

２年間の活動で、組織内の水路、ため池のうち半分以上を予防的修繕済み

ため池の予防修繕実施割合

６０％

１９％

水路の診断
しっかり記録・・活動に生かす

19

3

29

5

27

10

21

38

4

44

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策後

対策前

ほぼ全部 大半 半分いらい 少し なし

２１％

７５％

開水路のうち予防修繕を実施した割合

N=639 N=308

目地補修
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16

3

56

20

25

50

3

24

0

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策後

対策前

11

1

49

14

37

52

3

29

0

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策後

対策前

Ⅱ 生産資源の保全管理

（２） 施設の長寿命化に関する活動の展開

２年間の活動で、各施設の６０％以上が健全な状態に、また９５％以上が

農業生産に支障が無い状態まで機能が改善された。

72%

②短期的な生産資源機能の改善効果

N=639 N=644

60%

20

4

53

31

22

39

3

19

2

7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策後

対策前

15

2

47

25

35

50

2

20

1

3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策後

対策前

0% 20% 40% 60% 80% 100%0% 20% 40% 60% 80% 100%
農道の機能状態 ％

パイプラインの機能状態 ％

５ 円滑な機能に加え美しい景観をなしていた

４ 健全で円滑な機能を果たしていた

３ 一部破損等はあるが農業生産に支障は無い状態

２ 農業生産にやや支障があった

１ 農業生産に深刻な支障があった

開水路の機能の状態 ％

ため池の機能状態 ％

N=103N=308

73%62%

7

24

5

52

18

15

48

8

27

1

2

取組んだ場合

取組まなかった場合

34

9

45

22

13

44

6

24

2

1

取組んだ場合

取組まなかった場合

Ⅱ 生産資源の保全管理

（２） 施設の長寿命化に関する活動の展開

③長期的な生産資源機能の改善効果

各施設について、１０年先までその機能の大半が確保できる割合が、取り

組まなかった場合に比べ５０ポイント程度増加。本対策による修繕保全を持

続的に実施すれば、概ね７割の施設はその機能の大半が１０年先まで確保

される見通しに

79%

31%

76%

23%

N=639 N=644

18

2

49

17

20

43

7

30

6

8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取組んだ場合

取組まなかった場合

26

7

46

16

15

41

10

30

3

6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取組んだ場合

取組まなかった場合

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
10年先まで機能が確保

できる用水路の割合 ％

10年先まで機能が確保でき

るパイプラインの割合 ％

10年先まで機能が確保

できるため池の割合 ％

10年先まで機能が確保

できる農道の割合 ％

19%

67%72%

23%

79%76%

N=308 N=103

ほぼ全部 大半 半分くらい 少し なし
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11, 7%

43, 28%

2, 1%
97, 62%

営農再開 景観作物 生態系保全施設

農業体験の場 保全管理のみ

N=196

167, 55%139, 45%

実施済み 未実施

Ⅱ 生産資源の保全管理

（３） 遊休農地の保全管理

協定農地内の遊休農地面

積３０６haのうち１６７haの保

全管理を実施済み

保全管理のうち４割以上は営農

再開や景観形成の場として活用

N=274 2, 1%
3, 2%

N=196

遊休農地1haに秋ひまわり

遊休農地のうち保全管理を実施した

面積、割合

＜参考事例＞ 遊休農地を、地区外住民との交流の場や地域のシンボル的な

活動の場所として有効利用

遊休農地で農業体験遊休農地の抜根、草刈

保全管理（167ha)の内訳

N=274

9

◆まとめ 「生産資源保全管理」◆

・非農業者も交えた活動により、生産資源の基礎的な維

持活動は対策前の２倍に強化。またこのことにより、担

い手農家の作業軽減につながっている。

・施設の長寿命化に関する活動を継続的に実施していく

ことにより、１０年先まで機能に支障なく使用できる施

設が飛躍的に増加。

・協定農用地(39,398ha)内に存在する遊休農地306haは、

H20 。H20年度末までにその半数以上を耕作可能な状態に復元。

＜参考＞ 地域の実情に応じた地域独自の工夫事例

～中山間地の山腹水路の修繕～

現場まで運べ

る軽い栗材に

よる蓋がけ

（落ち葉や落

石による水路

閉塞防止）

降雨により崩

れた水路法面

の補修・補強

運び易い単管

パイプによる

補強
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491
131 72

2,803
1,664

873500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

対策前 対策後

Ⅲ 農村環境の保全向上

（１）環境保全活動の強化

①農村環境に関する活動を地域ぐるみで多数実施

１．３件／１組織 実施 １．３件／１組織 実施

４．３件／１組織 実施

環境向上活動には非農

業者が５割以上参画

各組織平均６項目以上の環境向上（実践）活動を実施

（事業要件 ４項目以上）

54,854 56,185環境向上活動

農業者 非農業者

131 72 873
0

500

景観形成 生態系保全 水質保全

６５０組織で実施している農村環境向上活動の項目数（対策前後対比）

0% 50% 100%
のべ活動参加者（２０年度）

集落周りのダリア植栽 ため池のブラックバス駆除 猪苗代湖への刈草流出防止

地域の課題・実情にあった景観向上・生態系保全・水質保全活動の展開
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Ⅲ 農村環境の保全向上

（１）環境保全活動の強化

②環境向上活動の内容の充実

比較的対策前から実施されていた景観形成（植栽）活動でも、箇所、労力、実施面

積とも対策前の３～４倍程度に増加

441

1,597

0
500

1,000
1,500
2,000

対策前 対策後

植栽箇所数植栽箇所数植栽箇所数植栽箇所数（（（（箇所箇所箇所箇所））））

4,836

18,565

0
5,000

10,000
15,000
20,000

対策前 対策後

植栽１回当り出役人数（人）植栽１回当り出役人数（人）植栽１回当り出役人数（人）植栽１回当り出役人数（人）

227

1,024

0

500

1,000

1,500

対策前 対策後

植栽面積（植栽面積（植栽面積（植栽面積（ha)
N=596N=596N=596

71

25

117

360

443

9

0

27

24

32

0 100 200 300 400 500

ホタル水路など生態系保全施設の設置・

管理

ビオトープの設置・管理

減農薬など生態系にやさしい営農

うち子供達と一緒に調査・環境学習

生き物調査の実施

対策前 対策後

生態系保全の具体的活動別の実施組織数

生態系や水質についても子供達の環境教育の場として活用したり、環境に優しい

農業の拡大や、生態系保全施設の設置管理に新たに取り組む組織が増えている。

対策前 対策後 対策前 対策後 対策前 対策後

N=650

117

117

159

311

56

27

12

13

0 50 100 150 200 250 300 350

生活排水をきれいにする住民活動

減農薬など水質負荷の少ない営農

うち子供達と一緒に調査・環境学習

水質調査の実施

対策前 対策後

水質保全の具体的活動別の実施組織数

N=650

12



Ⅲ 農村環境の保全向上

（２）農村環境の維持・向上

①地域の景観に関する評価

36

1

54

14

8

28

2

45

0

12

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対策後

対策前

活動組織の自己評価では、地域の景観は、本対策により良好な景観となったと

する割合が７５ポイント増え、９０％となった。

15%

90%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

適切に草が刈られゴミもなく、それに加えて農地や道水路沿いに花が植栽されてうつくしい農村景観である

適切に草が刈られ、ゴミもなく良好な景観である

どちらとも言えなかった

一部雑草やゴミがみられるなどあまり良くない景観である

雑草が生い茂ったり、ゴミの投棄があるなど景観が悪かった。

景観の程度に関する組織の自己評価 ％

N=641

20

5

44

17

27

32

7

39

2

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対策後

対策前

凡例は上表同様 省略 実施地区周辺住民の農村部の景観評価 ％

実施地区周辺住民からの評価でも、良好とする割合が４４ポイント増えており、農

村部の景観の良化について、周辺にも認識されている。

N=99 64%

22%
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Ⅲ 農村環境の保全向上

（２）農村環境の維持・向上

②地域の生態系・水質に関する評価

8

5

38

21

41

47

13

25

0

2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対策後

対策前

昔ながらの生物も含めて多様な生物が生息し、生態系がゆたかである 多様な生物が生息し生態系が豊かである

どちらとも言えない 生息する生物の種類が少なく、生態系があまり豊かでなかった

水質、生態系については、その性格上劇的な良化はみられないが、良好だとする

割合は２０ポイント程度増加しており、活動により生態系・水質が向上しつつある姿

がうかがえる

N=614

26%

46%

7

6

41

25

46

48

6

18

0

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

対策後

対策前

水遊びができるほどの優れた水質である 手をあらえるような良い水質である どちらとも言えない

色、においなどあまり良くない水質である 濁りや異臭があるなど悪い水質である

どちらとも言えない 生息する生物の種類が少なく、生態系があまり豊かでなかった

生息する生物の種類がほとんどなく、生態系が乏しい

水質の程度に関する組織の自己評価 ％

生態系の程度に関する組織の自己評価 ％

N=614

N=630

31%

48%
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◆まとめ 「農村環境向上」◆

・農村環境向上活動は、その参加者の半数以上が非農業者であるな

ど、地域ぐるみ、各地域の実情に応じた個性的な活動が展開されて

いる。

・本対策により、農村地域の景観は対策前に比べ飛躍的に向上し、

景観の良化は実施地区周辺の住民にも認知されている。

・「生き物調査」や「水質調査」においては、地域の子供達の環境

学習の場としても活用されている。

＜参考＞ 地域の工夫による個性的な活動の事例

お魚エスカレーター

排水路の河川吐

出口のコンクリート

のスロープに手作

り階段魚道を設置

→農地側の水路で
ナマズを確認。

ビオトープと里川

学校田（組織で

運営）のとなりに

ビオトープと里川

も設置

子供達に自然の

凝縮した場所を

提供

15
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Ⅳ 集落機能活性化

（１）多様な主体の参画

①非農業者を含めた地域ぐるみの活動の展開

218,912

84,545
102,629

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
農業者 非農業者

594組織
A=33,967ha

２０年度ではのべ３２万人が活動に参加。うち３２％が非農業者。

また交付面積当たりの参加人数も着手後の１９年度から２０年度にかけて、１２％

程増加しており、活動の充実が年々図られていることをうかがわせる。

非農業者

３２％

非農業者

３２％

650組織
A=36,757ha

共同活動（基礎、農地・水向上、農村環境）全体の年間のべ活動参加人数

321,541
263,598

179,053 218,912

0
50,000

100,000

１９年度 ２０年度

ha当参加人数
７．７６人

ha当参加人数
８．７５人

111,2
36, 

77%

32,72
6, 23%

農業者 非農業者

農地・水向上活動（施設長寿命化等）にも２割以上の非農業者が参加

52,82
2, 

79%

13,73
8, 

21%

農業者 非農業者

N=650

54,85
4, 49%56,18

5, 51%

農業者 非農業者

N=650

環境向上活動参加者農地・水向上参加者基礎活動参加者

地域の鉄鋼屋さんの力を借り

て自作低コストゲートの設置

N=650
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Ⅳ 集落機能活性化

（１）多様な主体の参画

②活動への女性の参画の増

農村部の共同活動は、まだまだ男性主体であるが、本対策を契機に各種活動へ

の女性の参画割合が増えている。２０年度はのべ８万５千人の女性が参加。

14 7 22 419 11

47

11
0

10
20
30
40
50

基礎的維持活動

（土砂上げ、草刈）

施設補修活動

（施設長寿命化等）

環境美化活動

（植栽等）

集落運営

（活動計画作成など）

対策前 対策後 N=647

26,633
7,055

51,633

0
20,000
40,000
60,000
80,000

100,000

基礎活動 農地・水向上活動 環境向上活動 （土砂上げ、草刈） （施設長寿命化等） （植栽等） （活動計画作成など）

③地域総ぐるみでの活動

各種共同活動への女性参画割合の変化（％）

31

39

27

51

55

0 10 20 30 40 50 60

畑で芋掘りをした

田んぼで田植えや稲刈りをした

田んぼのそばの水質を調べた

花の苗や木を植えた

魚取りや水にすむ生き物を調べた

参加した子供達がおこなった活動（％）

N=309

子供からお年寄りまで、地域みんなで活動を実施

地域みんなでヒマワリ

の植栽

地域の将来について

のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

基礎活動 農地・水向上活動 環境向上活動

女性の参加者 ２０年度延べ人数

18



Ⅳ 集落機能活性化

（２）共同活動に関する地域意識の高揚

①危機意識の向上

48

18

44

43

6

31

2

8

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

本対策により、地域の生産資源や農村環境に対して今なにかしなければ将来大

変なことになるという危機感は、双方とも９割以上が感じるようになった。

また、特に非農業者に危機意識の向上をもたらしている。

47

18

44

42

7

32

2

8

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

全体

61%

92%

60%

91%

N=1,267N=1,2671

そう思う ある程度そう思う あまりそう思わない そう思わない

53

24

38

48

6

23

3

5

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

40
11

51
38

7
39

2
12

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

そう思う ある程度そう思う あまりそう思わない そう思わない

51

22

41

44

6

28

2

6

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

43
14

47
40

8
36

2
10

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

非農業者

農業者

全体

地域の生産資源は今なにかしなければ将来

大変なことになる・・そう思う割合（％）

地域の農村環境は今なにかしなければ将来

大変なことになる・・そう思う割合（％）

54%

91%

49%

90%
N=626

N=645

N=626

N=645
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Ⅳ 集落機能活性化

（２）共同活動に関する地域意識の高揚

②構成員の意識の変革

本対策により、活動組織の構成員の意識変革が図られた。

特に、ある程度そう思うといったことが、対策後そう思うに変化しており、言葉では

理解していたことを、実感したということがうかがわれる。

65

32

33

48

1

17

1

3

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

N=1,260

70

38

27

41

2

16

1

5

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

N=1,256

そう思う ある程度そう思う あまりそう思わない そう思わない そう思う ある程度そう思う あまりそう思わない そう思わない

49

25

46

42

4

27

1

6

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

そう思う ある程度そう思う あまりそう思わない そう思わない

65

30

33

46

2

20

0

4

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

そう思う ある程度そう思う あまりそう思わない そう思わない

地域の環境や自然は自分達で守らねばなら

ない・・そう思う割合（％）

生産資源は、なるべく早めに補修した方が

良い・・そう思う割合（％）

国土や環境を保全する責任を負っていると

考える・・そう思う割合（％）

地域の将来について、自らが考え、話し合っ

ていかなければならない・・そう思う割合（％）

N=1,260 N=1,262

20



Ⅳ 集落機能活性化

（２）共同活動に関する地域意識の高揚

③活動に参加した子供達の感想

7

69

61

66

0 20 40 60 80

思っていたより生き物が少なくがっかりした

生き物がいっぱい棲む自然を大切にしなけ

ればと思った

自分達の住むところは生き物がいっぱいい

ると思った

とっても楽しかったのでまたやりたい。

田んぼや水路の生き物調査に参加した子供達の７割程度が、生物が豊かな自然

や、水がきれいな自然を大切にしなければという感想をもった。

18

72

40

60

0 20 40 60 80

思っていたより水がきれいでなくてがっかり

した

水がきれいな自然を大切にしなければと

思った

自分達の住むところは水がきれいだなと

思った

とっても楽しかったのでまたやりたい。

N=82N=172

生き物調査に参加した感想 複数回答（％） 水質調査に参加した感想 複数回答（％）

4

64

57

30

0 10 20 30 40 50 60 70

知らない人がたくさんいたりして少し怖かっ

た

大人の人たちから知らないことと教わって楽

しかった

大人の人達が一生懸命やっていると思った

ふだん話したことのない大人と話ができた

N=289

大人達と一緒の活動は、子供達には

新しい発見があったりして概ね高評価。

大人と一緒に活動した感想 複数回答（％）

72%

28%

父母と一緒だった活動 父母と一緒でなかった活動

N=628

参加した活動のうち父母が一緒だった割合（％）

子供達が参加した活動のうち７割以上は

父母が一緒 ←若い世代と交流の機会に

21

Ⅳ 集落機能活性化

（３）地域のつながりの強化

①地域づくりのための話合いの強化

3.1

6.6

0
1
2
3
4
5
6
7

対策前 対策後

33

4

53

52

14

44

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

ほとんどの組織が参加し１世帯複数参加している

ほとんど全ての世帯が参加している

一部の世帯しか参加していない

地域づくりのための話合回数（年間） 地域づくりのための話合いへの参加状況 ％

地域づくりのための話合いの回数は対策前に比べて倍増。また各世帯の参加状

況も８５％の組織が全世帯参加としており、世帯から複数参加も１／３程度へ増加

N=650

N=628
地域づくりのための話合回数（年間） 地域づくりのための話合いへの参加状況 ％

②地域で催す地域活性化目的の行事の変化

3.0 
1.0 

4.8 

1.5 
0.0 
1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 

年平均回数 うち地区外交流

対策前 対策後

本対策後、地域で催す地域活性化目的の行事の回数、うち地区外交流行事回

数、地区外からの来訪者は１．５倍程度に増加

41,029
60,347

0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000

対策前 対策後

地区外来訪者総計（人）地区外来訪者総計（人）地区外来訪者総計（人）地区外来訪者総計（人）

N=650の平均
N=650の総計

地域活性化行事回数

人手が必要な大排水の藻の除去を行うた

め、イベント（魚つかみ）を同日に企画し、人

員確保と地区外交流を図った事例 22



Ⅳ 集落機能活性化

（３）地域のつながりの強化

集落運営の中心世代と若い世代の交流、団体間（自治会と老人会・婦人会など）

の交流も対策を契機として率直に話し合える割合が３０ポイント程度増加

③地域内の交流の変化

51
18

41
43

7
34

1
5

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

地域の将来などについて率直に話し合える

会合で一緒になるが率直な議論をするには至らない状態

たまに顔を合わせるが、あいさつ程度

話をすることなどない状態

44
13

45
41

10
41

1
5

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

地域の将来などについて率直に話し合える

会合で一緒になるが率直な議論をするには至らない状態

たまに顔を合わせるが、あいさつ程度

話をすることなどない状態

世代間交流の状況 回答割合（％） 団体間交流の状況 回答割合（％）

N=644 N=641

29

14

62

58

9

28

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

対策後

対策前

地域全体が一つのきずなで結ばれ、意識の共有がされている

集落内には結びつきの強いグループはあるが、一つのきずなで結ばれているとは言い難い状況

集落内の付き合いはあるが、表面的なもので、積極的な接触は避けている状況

全く希薄な状態

世代間交流の状況 回答割合（％）

地域の人々の結び付きの状況 回答割合（％）

団体間交流の状況 回答割合（％）

④地域の人々の結び付きの変化

地域の人々の結び付きの状況も、地域全体で意識の共有がされているとする割

合が１５ポイント増加し、表面的だとする割合も２０ポイント程度改善

N=647
23

◆まとめ 「集落機能活性化」◆

・本対策による子供からお年寄りまでの地域ぐるみの活動は、地

域住民の意識（自主保全意識など）に大幅な変革をもたらしてい

る。特に生産資源や農村環境に関する危機意識を、農業者・非農

業者とも９割以上が持つようになった。

・地域づくりのための話し合いの回数は対策前に比べ倍増してお・地域づくりのための話し合いの回数は対策前に比べ倍増してお

り、１／３程度の組織では、その話し合いに１世帯複数（世帯主

と妻、世帯主と息子世代など）で参加するようになった。

・本対策により、地域内の世代間や各種団体間（自治会、老人

会、ＰＴＡ等）の交流機会が増え、「率直に話しができる」とす

る割合も、対策前に２割程度であったものが半数程度まで改善さ

れている。

24



Ⅴ 環境保全型農業の推進

（１）取り組みの拡大

①5割低減栽培の取組

取組前（平成18年度）と比較して、 取組前（平成18年度）と比較して、

703

969

1447

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

平成18

年

平成19

年

平成20

年

農家数（戸）

1133.51

1491.46

1974.07

0 500 1000 1500 2000 2500

平成18

年

平成19

年

平成20

年

取組面積(ha)

５割低減栽培を行う農家数 ５割低減栽培取組面積

n=81 n=81

●取組前（平成18年度）と比較して、
２０６％となっている。

●取組前（平成18年度）と比較して、
１７４％となっている。

②特別栽培の取組

●取組前（平成18年度）と比較して、農
家数、面積ともに２００％以上となってい

る。

●全県面積に占める割合も１０ポイント

増加している。

642 

919 

1789 

458

678

1139

0

200

400

600

800

1000

1200

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

平成18年 平成19年 平成20年

農家戸数（戸）取組面積(ha)

全県 取組面積 取組農家戸数

3568

62414707 特別栽培取組農家、取組面積

特別栽培とは特別栽培とは特別栽培とは特別栽培とは

地域の慣行レベルに応じて、化学肥料の窒素成分量及び

化学合成農薬の使用回数が5割以上削減して栽培するこ
と。県が定める認証機関による認証が必要となる。

25

③持続性の高い農業生産方式の導入の取組

●取組前と比較して、農家数は２２０％、

面積は２００％となっている。

●全県面積に占める割合も３ポイント増加

した。

エコファーマー数、取組面積

965.71

1346.22

1929.19

666

999

1466

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

5000

10000

15000

20000

25000

平成18年 平成19年 平成20年

農家戸数

（戸）

取組面積

(ha)

全県数 取組面積

取組農家戸数

2276121160
18855

エコファーマーとはエコファーマーとはエコファーマーとはエコファーマーとは

たい肥等による土づくりと化学肥料、化学合成農薬の使用の

低減を一体的に行う農業生産方式を導入し、県の認定を受

けた農業者のこと。

有機栽培とは有機栽培とは有機栽培とは有機栽培とは

化学肥料や化学合成農薬を使用せず、遺伝子組換え技術を

利用しないことを原則として、農地の生産力を発揮させるとと

もに環境への負荷をできる限り低減する栽培方法のこと。国

④有機栽培の取組

●取組前と比較して、農家数は１７１％、

面積は１３６％となっている。

●全県面積に占める割合も７ポイント増

加した。

有機栽培取組農家、取組面積

64.9
68.4

88.4

35

38

60

0
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0

50

100
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200

250

平成18年 平成19年 平成20年

農家戸数

（戸）

取組面積(ha)

全県 取組面積 取組農家戸数

212 215
234

もに環境への負荷をできる限り低減する栽培方法のこと。国

が定める登録認定機関による認定が必要となる。
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⑤資材の使用状況

●１地区当たりのたい肥投入面

積は、対策前と比べて、

３７％増加した。

●１地区当たり、１０アール当た

りのたい肥投入量は、対策前

と比べて６％増加した。

793.14

1134.83 

1082.64

1197.74 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

地区当たり投入面積

地区当たり投入量

面積(ha)、投入量（kg/10a)

対策前

対策後

たい肥の施用量

化学肥料由来の窒素施用量

n=57

●地区全体で化学肥料由来の窒素施用量を５割以上低減している地区は、対

策前は１５％程度であったが、対策後には７５％まで増加した。

2.7%

2.5%

65.8%

7.4%

8.2%

6.2%

8.2%

8.6%

15.1%

75.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策前

対策後

構成比(%)

慣行と比較して 多い

〃 同程度

〃 ０～１割少ない

〃 １～３割少ない

〃 ３～５割少ない

〃 ５割以上少ない

化学肥料由来の窒素施用量

n=81

27

●地区全体で化学合成農薬の使用回数を５割以上低減している地区

は、対策前は１８％程度であったが、対策後には６６％まで増加した。

2.7%

5.0%

64.4%

5.0%

8.2%

7.5%

6.8%

16.3%

17.8%

66.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策前

対策後

構成比(%)

慣行と比較して 多い

〃 同程度

〃 ０～１割少ない

〃 １～３割少ない

〃 ３～５割少ない

〃 ５割以上少ない

化学合成農薬の使用回数

n=80

⑥環境負荷低減に向けた地域内での推進

●環境負荷低減に資する取

組を行う農家は、対策前は

地域全体の５０％程度で

あった。

●対策後に農家数は７０１戸

増加し、地域に占める割合

も８４％となった。

894

1595

0 500 1000 1500 2000 2500

対策前

対策後

農家数（戸）

取組農家数

地域全体の農家数

1793

1910

環境負荷低減に資する取組を行う農家

n=75

(50%)

(84%)
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対策後

環境負荷低減に向けた取組内容

施 施
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●環境負荷低減に資する取組

内容は、対策前から約３倍の

４９０件となった。

●対策後は「有機質肥料の施

用」、「温湯種子消毒技術の利

用」等が大きく増加した。

n=84
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壌

、
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物

等

の

分

析

調

査

取組数（件）

対策前

対策後

環境負荷低減に向けた推進活動

●環境負荷低減に向けた推進

活動は、対策前から約８倍の

２１６件となった。

●対策後は「技術研修会等」

や「先進的取組の展示効果を

高めるための標示等」が大き

く増加した。

環境保全型農業に対する意識変化

n=81

●環境保全型農業に対する意識が「ある」、「高い」と回答した地区は、対策前で

は３５％であったが、対策後には９４％まで増加した。

環境保全型農業に対する意識変化

12.7%

0.0%

51.9%

6.0%

31.6%

59.5%

3.8%

34.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策前

対策後

構成比(%)

まったくない

あまりない

ある程度ある

高い

n=84
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⑦地域内でのまとまり

先進的な取組を実施する農家数

●対策前に先進的な取組を

実施する農家は、地域全体

の３９％であった。

●対策後に農家数は６１７戸

増加し、地域に占める割合

も６９％となった。

703

1320

0 500 1000 1500 2000 2500

対策前

対策後

農家数（戸）

取組農業者数

地域全体の農家数

1793

1910

n=75

(69%)

(39%)

◆まとめ◆

・本対策の実施は、本県の環境保全型農業の拡大に寄与

している。

・環境負荷低減に資する取り組みは増加し、環境保全型

農業は地域全体にも広がりを見せている。

・化学肥料・化学合成農薬の低減に関する技術の中で

は、たい肥や有機質肥料の施用及び温湯種子消毒技術等

が多く用いられている。
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（２）農村環境の保全向上

①地域の水質の状態における状況の変化

3.3%

0.3%

2.6%

0.0%

17.8%

5.7%

10.3%

3.7%

47.6%

45.8%

50.0%

39.5%

25.2%

41.4%

26.9%

50.6%

6.0%

6.8%

10.3%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策前

対策後

対策前

対策後

共
同

活
動

調
査

営
農

活
動

調
査

構成比(%)

濁りや異臭があるなど悪い水質であった

色、においなどあまり良くない水質であっ

た

どちらとも言えなかった

手を洗えるような良い水質であった

水遊びができるほどの優れた水質であっ

た

●営農活動調査で、水

質が「良い」と感じた地

区は、対策後には

２０ポイント以上増加し

た。

●対策後に「良い」と感

じた地区は、共同活動

調査と比べて約７ポイ

ント多かった。

水質の変化に関する印象

n=630(共同）、81（営農）

ント多かった。

②地域の生態系の状態における状況の変化

生態系の変化に関する印象

2.4%

0.3%

5.1%

2.5%

25.1%

13.3%

16.5%

4.9%

46.9%

41.2%

48.1%

30.9%

20.7%

37.3%

26.6%

53.1%

4.9%

7.9%

3.8%

8.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策前

対策後

対策前

対策後

共
同

活
動

調
査

営
農

活
動

調
査

構成比(%)

生息する生物の種類がほとんどなく、生態

系が乏しかった

生息する生物の種類が少なく、生態系が

あまり豊かでなかった

どちらとも言えなかった。

多様な生物が生息し、生態系が豊かで

あった

昔ながらの生物も含めて多様な生物が生

息し、生態系が豊かであった

●営農活動調査で、生

態系が「豊か」と感じた

地区は、対策後には

３０ポイント以上増加し

た。

●対策後に「良い」と感

じた地区は、共同活動

調査と比べて約１７ポ

イント多かった。

n=614(共同）、81（営農）
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対策後増加した生き物

●対策後に増加した生き物を

挙げた地区は３９地区、件数は

延べ６８件であった。

●最も多かった生き物は「ホタ

ル」で、以下「ドジョウ」、「タニ

シ」の順となっている。

17

14

7

6

4

4

3

2

2

0 5 10 15 20

ホタル

ドジョウ

タニシ

カエル

イナゴ

トンボ

ザリガニ

サワガニ

メダカ

件

n=39

その他の内訳

オタマジャクシ、カメムシ、ク

モ、シラサギ、ヌマエビ、バイカ

モ、ヒル、ミズスマシ、ミミズ、

（各1件）

◆まとめ◆

・本対策により、地域の水質や生態系が向上しつつあ

る。

・地域の水質や生態系の維持・向上のためには、共同活

動と営農活動を併せて実施した方が効果が高い。

2

9

メダカ

その他
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策目的への総合的な達成度

①各組織や組織内の農業者、非農業者、各市町村における取り組み目的

組織にとっての目的は、生産資源をきちんと保全管理したいからが８割超で最も

多く、非農業者では集落の活性化や環境向上が多い。

また市町村の目的では、生産資源保全管理が９割超と飛び抜けて大きく、本事業

による地域の自主的な保全管理に寄せる期待の大きさがうかがわれる。
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56

82

支援金があるから

環境保全型農業の拡大

集落の活性化

農村環境向上

生産資源保全管理
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56
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環境保全型農業の拡大

集落の活性化

農村環境向上

生産資源保全管理

37
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環境保全型農業の拡大
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農村環境向上

生産資源保全管理

組織代表の取組目的 複数回答（％） 農業者の取組目的 複数回答（％）

非農業者の取組目的 複数回答（％）
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91
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環境保全型農業の拡大

集落の活性化

農村環境向上

生産資源保全管理

市町村の取組目的 複数回答（％）

N=635

N=504 N=647

N=46
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策目的への総合的な到達度

②４種の目的（資源、環境、集落機能、環境保全型農業）別 達成度と満足度
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ほぼ達成 ７割達成 半分達成 少しは達成 全くできず ほぼ満足 ある程度満足 どちらでもない

多少不満 全く不満
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策目的への総合的な到達度

②４種の目的（資源、環境、集落機能、環境保全型農業）別 達成度と満足度

前ページの表から

・組織の達成度は、各目標とも概ね半分程度であり、事業期間５年のうち２年経過時点では適

正な進捗度と判断される。なお市町村からみた達成度でも傾向的にはほぼ同じであり、上記を

裏付けている。

・達成度について、「集落機能の活性化」以外は市町村の方が少し評価が辛い。これについて

は次項目③で検討する

・活動参加者の満足度については、「環境保全型農業の推進」以外は７５％以上が満足として

おり、概ね活動内容には充足している状況がうかがわれる。しかし、「ほぼ満足」とするものが

１５％程度と低く、まだまだ活動には充実の余地があると考えている姿もうかがえる。１５％程度と低く、まだまだ活動には充実の余地があると考えている姿もうかがえる。

・達成度と満足度の比較では、「環境保全型農業の推進」以外は達成度で半分、満足度で７割

５分といったところ。個々の活動にはある程度充実感を持ちながら、目標達成への道のりを歩

んでいるのが全体的な評価と判断する。

・「環境保全型農業の推進」が、４つの目標を比較すると達成度、満足度とも低い。達成度の要

因の一つは、「環境保全型農業に取り組みたい」とする組織が１４１あったのに対して２０年度

の営農活動実施組織が７１と、地域をまとまるのに苦労している姿がうかがわれる。詳細は後

段で分析する

・満足度には不満は少ないが、達成度には「少しは達成」が２～３割程度あり、これらの組織の

要因分析と、どう指導すれば有効かといった対策が必要 37

Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策目的への総合的な到達度

③総合到達度の分析

3.13 3.074

生産資源の保全

管理

４種の目的の達成度を５段階評価の平均値でみると、段階３（半分程度達成）付近

に集中しており、市町村回答も同程度なことからバランス良く進捗しているといえる。

市町村回答と比較的乖離があるのは「集落機能活性化」だが、組織の方が厳しい

判断をしており、到達目標の設定の高さや集落内の内情をよく知っているといったこ

とが起因している可能性がある。

到達度の低い組織の対応策を探るため、次項目以降で、組織と市町村からで評

価の厳しかった方の回答を重点に分析を加える。

組織 市町村

3.06

3.02

2.86 3.04

3.37

2.95
2

2.5

3

3.5

農村環境の保全

向上

集落機能活性化

環境保全型農業

の推進

自己評価

市町村認識

４種の目標への到達バランス

組織 市町村

38



Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策目的への総合的な到達度

④－１到達度に関する分析（生産資源の保全管理）

13

4

26

20

31

54

30

22

0

0

基礎活動強化

生産資源保全総合評価

市町村からの達成度回答では、「担い手の作業軽減と農地集積への備え」という

項目の達成度が低く、基礎活動強化がうまくそこに結びついていない組織があるの

ではとの危惧がある。

一方担い手農家からの回答でも、維持管理労力軽減の満足度に対する回答に

も、「どちらでもない」以下が３割弱存在する。

担い手農家の満足度担い手農家の満足度担い手農家の満足度担い手農家の満足度

（維持活動の強化が作業軽減につながったか）（維持活動の強化が作業軽減につながったか）（維持活動の強化が作業軽減につながったか）（維持活動の強化が作業軽減につながったか）

N=357
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担い手の作業軽減と農地集積への備え

地域自ら資源保全

施設長寿命化

ほぼ達成 ７割程度達成 半分程度達成 少しは達成 全く達成できず

N=46

市町村から見た生産資源保全の達成度詳細 回答割合（％）

再掲

73%

18%

9%

満足

どりらでもない

不満

「成果の分析と課題への対応策編」で詳細に検討する

39

Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策目的への総合的な到達度

④－２到達度に関する分析（農村環境向上）

市町村からの達成度回答では、「水質の向上」、「生態系の向上」に関する達成度

がともに低い。この両者は性格上、１，２年の活動で成果がでるものではないが、何

か有効な充実策がないか検討する必要がある。

11

18

6

26

24

20

33

41

46

30

17

28

0

0

0

景観の向上

景観への住民意識改善

農村環境向上総合達成度

N=46

71
25

117
360

443

9
0

27
24
32

ホタル水路など生態系保全…

ビオトープの設置・管理

減農薬など生態系にやさし…

うち子供達と一緒に調査・…

生き物調査の実施

対策前 対策後

再掲

4

7

7

8

17

20

15

24

31

32

32

33

44

39

42

35

4

2
4

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

生態系の向上

生態系への住民意識改善

水質の向上

水質への住民意識改善

ほぼ達成 ７割程度達成 半分程度達成 少しは達成 全く達成できず

719

0 100 200 300 400 500

ホタル水路など生態系保全…

生態系保全の具体的活動別の実施組織数

117
117

159
311

56
27

12
13

0 100 200 300 400

生活排水をきれいにする住…

減農薬など水質負荷の少な…

うち子供達と一緒に調査・…

水質調査の実施

対策前 対策後

水質保全の具体的活動別の実施組織数

再掲

「成果の分析と課題への対応策編」で詳細に検討する
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策目的への総合的な到達度

④－３到達度に関する分析（集落機能活性化）

51
18

41
43

7
34

1
5

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

地域の将来などについて率直に話し合える

会合で一緒になるが率直な議論をするには至らない状態

44
13

45
41

10
41

1
5

0 20 40 60 80 100

対策後

対策前

地域の将来などについて率直に話し合える

会合で一緒になるが率直な議論をするには至らない状態

世代間交流が団体間交流に比して進んでいるというのは、多くの非農業者団体が

参画している本対策では、意外な結果との印象がある。また「地域の人々の結び付

き」は、その性格上、短期間に急激な変化が望めるものではないであろうが、一層

の向上が求められると考えられる。

会合で一緒になるが率直な議論をするには至らない状態

たまに顔を合わせるが、あいさつ程度

話をすることなどない状態

会合で一緒になるが率直な議論をするには至らない状態

たまに顔を合わせるが、あいさつ程度

話をすることなどない状態

世代間交流の状況 回答割合（％） 団体間交流の状況 回答割合（％）

29

14

62

58

9

28

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

対策後

対策前

地域全体が一つのきずなで結ばれ、意識の共有がされている

集落内には結びつきの強いグループはあるが、一つのきずなで結ばれているとは言い難い状況

集落内の付き合いはあるが、表面的なもので、積極的な接触は避けている状況

全く希薄な状態
地域の人々の結び付きの状況 回答割合（％）

「成果の分析と課題への対応策編」で詳細に検討する
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（１）施策の総合的な到達度

④－４ 到達度に関する分析（環境保全型農業の推進）

環境保全型農業に取り組む目的

33

34

52

32

0 20 40 60

以前から環境と共生する農業（環境保全型農業）に

興味があったから

水質などの地域の環境をよくしたいから

消費者へ安全・安心な農産物を届けたいから

農産物の販売価格を上げたいから

件

●環境保全型農業の取

り組む目的として、最も

多かったのが、「消費者

へ安全・安心な農産物

を届けたいから」となっ

ており、次いで「特別栽

培農産物など、環境と

n=84

32

41

2

24

16

1

農産物の販売価格を上げたいから

特別栽培農産物など、環境と共生する農業に取り組

んでいたから

小売業者などの要望があったから

目標達成に対して支援金があるから

市町村や農協等の方針があるから

その他

培農産物など、環境と

共生する農業に取り組

んでいたから」となって

いる。

取組の達

成状況に

ついて

調査
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取り組み達成の到達度

●取り組み達成の到達について、最も達成できたのは、「消費者へ安全・安心な

農産物を届けたいから」であり、約７０％の地区で７割以上達成できた。

18.2%

20.6%

32.7%

15.6%

27.3%

20.6%

36.5%

9.4%

33.3%

35.3%

11.5%

12.5%

18.2%

23.5%

17.3%

46.9%

3.0%

0.0%

1.9%

15.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

以前から環境と共生する農業（環境保全型農業）に興味があったから

水質などの地域の環境をよくしたいから

消費者へ安全・安心な農産物を届けたいから

農産物の販売価格を上げたいから

構成比(%)
ほぼ達成できた ７割程度達成できた 半分程度達成できた

少しは達成できた 全く達成できていない

n=84

農産物を届けたいから」であり、約７０％の地区で７割以上達成できた。

●最も達成できなかったのは、「農産物の販売価格を上げたいから」であり、約

６０％の地区で全く達成できないか、少ししか達成できなかった。

取り組みの満足度

●営農活動支援の取り組みに対す

る満足度については、６１％の地

区で満足していると回答している。

ほぼ満足して

いる, 6.0%

ある程度満足

している, 

54.8%

どちらでもな

い, 23.8%

多少不満だ, 

14.3%

全く不満だ, 

1.2%

n=84
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◆まとめ 「施策目的への総合的な到達度」◆

・本対策の４つの目的「生産資源の保全管理」、「農村環境の保

全向上」、「集落機能活性化」、「環境保全型農業の推進」につ

いて、目的への到達度や参加者の活動への満足度を総合的にみる

と、「個々の活動には満足感を持ちながら目標達成への道のりを

順調に歩んでいる」と評価できる

・「活動の成果」のより一層の充実のために以下の点を更に分析・「活動の成果」のより一層の充実のために以下の点を更に分析

し、有効な指導方針を探りたい。

①本対策の共同活動により、担い手農家の満足度を一層向上さ

せ、さらなる「農地集積」に備えるには

②「生態系」や「水質」を一層向上させるには

③「地域の人々の結び付き」をより強化し、集落機能を一層活

性化させるには

④今後も継続的な営農活動を行うために、「農産物の販売価格

を向上」させるには
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3,110 3,371取り組まなかった場合

機能に支障なし 機能に支障有り

N=650

3,923 5,040取り組まなかった場合

機能に支障なし 機能に支障有り

N=650

Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２） 地域の将来への効果

①持続可能な生産資源の確保 （開水路、農道、ため池、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ）

本対策による修繕保全を持続的に実施することにより、１０年先までその機能に支障がな

い施設が、取り組まなかった場合に比べ大幅に増加し、持続可能な生産資源の確保に大き

く貢献できる見通しとなった。

水路 ２，３４４ ｋｍの増 （総延長 ８，９６３ ｋｍの２６％）

農道 １，５５９ ｋｍの増 （総延長 ６，４８１ ｋｍの２４％）

ため池 ２７０ ヵ所の増 （総ヵ所数 １，２４４ ヵ所の２２％）

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ ５２ ｋｍの増 （総延長 ２１０ ｋｍの２５％）

140

88

70

122

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んだ結果

取り組まなかった場合

N=103

718

448

526

796

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んだ結果

取り組まなかった場合

N=308

4,669 1,812

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んだ結果6,267 2,696

0% 20% 40% 60% 80% 100%

取り組んだ結果

10年先まで機能が確保できる開水路 ｋｍ 10年先まで機能が確保できる農道 ｋｍ

10年先まで機能が確保できるため池 ヵ所 10年先まで機能が確保できるﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ ｋｍ
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２）地域の将来への効果

本対策により、協定農用地内に新たに遊休化した農地がないか１００％点検を実施し、新本対策により、協定農用地内に新たに遊休化した農地がないか１００％点検を実施し、新本対策により、協定農用地内に新たに遊休化した農地がないか１００％点検を実施し、新本対策により、協定農用地内に新たに遊休化した農地がないか１００％点検を実施し、新

たな遊休農地については対策期間中に保全管理（耕作可能な状態にまで復元）を実施してたな遊休農地については対策期間中に保全管理（耕作可能な状態にまで復元）を実施してたな遊休農地については対策期間中に保全管理（耕作可能な状態にまで復元）を実施してたな遊休農地については対策期間中に保全管理（耕作可能な状態にまで復元）を実施して

いるいるいるいる

これにより、本対策期間中に発生見込みのあった９０７これにより、本対策期間中に発生見込みのあった９０７これにより、本対策期間中に発生見込みのあった９０７これにより、本対策期間中に発生見込みのあった９０７haの遊休化を未然防止の遊休化を未然防止の遊休化を未然防止の遊休化を未然防止

遊休農地の点検作業

①持続可能な生産資源の確保 （農地）

協定農用地

(ha)

遊休化見込の

農地(ha)

遊休化率

（％）

備考

本対策を実施

しない場合

39,398 907 2.3

本対策を実施

した場合

39,398 0 0.0

650組織中

337組織から

の回答集計

遊休農地の点検作業 した場合

39,398 0 0.0

67

306

0
167

0
50

100
150
200
250
300
350

H19当初 H21当初

遊休農地(ha)
うち解消済み

２ヵ年での新たな発生

遊休農地 ２３９ha

この２ヵ年で新たに２３９この２ヵ年で新たに２３９この２ヵ年で新たに２３９この２ヵ年で新たに２３９haの遊休化が確認の遊休化が確認の遊休化が確認の遊休化が確認

約半数（１６７約半数（１６７約半数（１６７約半数（１６７ha）はＨ２０末までに解消）はＨ２０末までに解消）はＨ２０末までに解消）はＨ２０末までに解消

６７

＜参考＞福島県の耕作放棄地推移＜参考＞福島県の耕作放棄地推移＜参考＞福島県の耕作放棄地推移＜参考＞福島県の耕作放棄地推移

農林業センサスから農林業センサスから農林業センサスから農林業センサスから

14,888
20,160 21,708

0
5,000

10,000
15,000
20,000
25,000

H7 H12 H17

福島県の耕作放棄地福島県の耕作放棄地福島県の耕作放棄地福島県の耕作放棄地(ha)
7.7％増３５．４％

増
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（２）地域の将来への効果

②環境保全型農業の推進による地域農業の振興

５割低減作物の販売価格

●５割低減作物の販売価

格について、水稲では約９

割の地区で「０～１割高

い」、「１～２割高い」となっ

た。

●水稲以外では、「３割高

い」が２１％となった。

3.8%

21.4%

6.3%

0.0%

41.3%

7.1%

48.8%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

水稲

水稲以外

構成比(%)

３割高い

２～３割高い

１～２割高い

０～１割高い

変わらない

n=80

n=14

Ⅵ 総合的な取り組みの成果

５割低減作物の販売先の変化

79.2%

76.3%

14.8%

15.9%

0.4%

0.8%

4.6%

5.8%

1.0%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

対策前

対策後

構成比(%)

農協への出荷

農協以外の流通業者への出荷

直売所（道の駅等も含む）で販売

生協やスーパーなどの小売りへの直接販売

インターネット等を活用した消費者への直接販売

加工業者や消費者との契約販売

●販売先の変化については、対策前後で大きな変化はなかった。

●販売先で最も多いのは「農協」で、次いで「農協以外の流通業者への出荷」と

なっている。

水稲

n=79
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消費者との交流活動

7

16

2

7

1

9 2

1

20

1

5

0 10 20 30 40 50 60

対策前

対策後

件

意見交換会の開催

広報パンフレット、チラシ等の配付

展示販売会・試食会等の開催

消費者へのアンケート調査の実施

ホームページ等の開設

広報看板・のぼり等の設置

農産物・食品の地域ブランド化

その他

●消費者との交流活動は、対策前に比べて約５倍に増加した。

●交流活動の内容で最も多かったのが「広報看板・のぼり等の設置」で、次いで

n=10

n=42

消費者との交流機会の変化

●交流活動の内容で最も多かったのが「広報看板・のぼり等の設置」で、次いで

「意見交換会の開催」となっている。

●消費者との交流機会の変化については、

「対策後に交流機会が増えた」と回答した

地区は約１２％にとどまった。

消費者の

意見を聞

く機会が

増えた, 

12.2%

以前と変

わらない, 

56.1%

以前より

減った, 

0.0%

以前から

機会がな

く、現在も

ない, 

31.7%

n=82
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２）地域の将来への効果

③実施地区周辺住民からみた農村環境の変化と環境保全意識の変化

実施地区周辺住民への調査では、本対策の制度の認知状況は未説明段階で実施地区周辺住民への調査では、本対策の制度の認知状況は未説明段階で実施地区周辺住民への調査では、本対策の制度の認知状況は未説明段階で実施地区周辺住民への調査では、本対策の制度の認知状況は未説明段階で

は４５％であったが、植栽活動については６割が認知していて、ここ２、３年で農は４５％であったが、植栽活動については６割が認知していて、ここ２、３年で農は４５％であったが、植栽活動については６割が認知していて、ここ２、３年で農は４５％であったが、植栽活動については６割が認知していて、ここ２、３年で農

村部の景観が良化したとする割合も６割あった。村部の景観が良化したとする割合も６割あった。村部の景観が良化したとする割合も６割あった。村部の景観が良化したとする割合も６割あった。

44, 
45%

35, 
36%

19, 
19% だいたいの制

度は知ってい

る

名前は聞いた

ことがある

全くわからない

N=98

26, 
26%

63, 
64%

10, 
10% 説明をみなくと

も知っていた

写真や説明を

みると思い当

たる

見てもわから

ない

59, 
60%

23, 
24%

16, 
16%

見たことがあ

り、２、３年前

から急に増え

た

見たことがある

が最近増えた

とは思わない

あまり印象が

ない

60, 
61%

39, 
39%

良化有り 良化無し

N=99

N=99 N=98
周辺住民対策認知状況（未説明） 周辺住民対策認知状況（既説明） 周辺住民植栽認知状況 周辺住民（景観良化）周辺住民対策認知状況（未説明） 周辺住民対策認知状況（既説明） 周辺住民植栽認知状況 周辺住民（景観良化）

45.5 

54.2 

43.5 

18.8 

25.3 

30.5 

26.1 

6.3 

29.3 

15.3 

30.4 

75.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（地域の環境美化活動に参加しても良いとおもううか）

農村部の植栽を見たことがあり、２，３年前くらいから急に増えたように感じている人の

場合

農村部の植栽を見たことがあるが、５年くらい前からで、最近増えたとは思わない人の

場合

農村部の植栽にあまり印象がない人の場合

以前からそう思っていた 農村部の植栽などをみてそう思うようになった そう思わない

N=98

周辺住民意識調査 農村部の環境美化活動に参加してもよいと思うか （％）

農村部の環境美化活動に参加しても良いかという問いには全体では７割程度農村部の環境美化活動に参加しても良いかという問いには全体では７割程度農村部の環境美化活動に参加しても良いかという問いには全体では７割程度農村部の環境美化活動に参加しても良いかという問いには全体では７割程度

が良いと回答。特に植栽活動の認知度が高いほどその割合は高い。が良いと回答。特に植栽活動の認知度が高いほどその割合は高い。が良いと回答。特に植栽活動の認知度が高いほどその割合は高い。が良いと回答。特に植栽活動の認知度が高いほどその割合は高い。
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

④地域活動や営農面への影響

（２）地域の将来への効果

本対策への取り組みを契機として、高齢者や女性を中心とした地域活動に新た本対策への取り組みを契機として、高齢者や女性を中心とした地域活動に新た本対策への取り組みを契機として、高齢者や女性を中心とした地域活動に新た本対策への取り組みを契機として、高齢者や女性を中心とした地域活動に新た

に取り組んだ組織が全体の１／３程度に昇っている。近年活動の消極化がみらに取り組んだ組織が全体の１／３程度に昇っている。近年活動の消極化がみらに取り組んだ組織が全体の１／３程度に昇っている。近年活動の消極化がみらに取り組んだ組織が全体の１／３程度に昇っている。近年活動の消極化がみら

れていた青年会や消防団の活動が活発になったとする組織も２割程度存在。れていた青年会や消防団の活動が活発になったとする組織も２割程度存在。れていた青年会や消防団の活動が活発になったとする組織も２割程度存在。れていた青年会や消防団の活動が活発になったとする組織も２割程度存在。

また、営農面への波及効果も生じ始めている状況が確認された。また、営農面への波及効果も生じ始めている状況が確認された。また、営農面への波及効果も生じ始めている状況が確認された。また、営農面への波及効果も生じ始めている状況が確認された。

129

313

214

115

女性を中心とした地域活動

地域の将来に関する話合い

行事やイベントの実施

消防団や青年会などの活動の活発化

224

0 50 100 150 200 250 300 350

高齢者を中心とした地域活動

62

65

136
19

10

42

0 50 100 150 200 250 300 350

集落営農組織の設立

担い手への農地集積

環境保全型農業の拡大

農産直売所の設置

地域の学校等での地産地消の取り組み

機械の共同利用の推進

本対策を契機とした新たな地域活動 組織数

本対策を契機とした営農面での変化 組織数

N=650

N=650

本対策を契機とした直売所の事例 50



Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２）地域の将来への効果

活動組織の６４％が地域づくりのリーダーを将来的にも確保できる見通し。活動組織の６４％が地域づくりのリーダーを将来的にも確保できる見通し。活動組織の６４％が地域づくりのリーダーを将来的にも確保できる見通し。活動組織の６４％が地域づくりのリーダーを将来的にも確保できる見通し。

うち５３％は本対策が契機となってリーダーが育成された、または育成中うち５３％は本対策が契機となってリーダーが育成された、または育成中うち５３％は本対策が契機となってリーダーが育成された、または育成中うち５３％は本対策が契機となってリーダーが育成された、または育成中

⑤－１ 活動の持続性（地域リーダーの確保）

６４％
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N=647

N=341

組織内の地域づくりリーダーの状況 ％

本対策がリーダー育成に役立つか ％

51

238, 38%

275, 44%

113, 18%

実施している。本

対策により初めて

経験

実施している。対

策前にも経験あり

実施していない

Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２）地域の将来への効果

活動組織のうち８０％以上が生活動組織のうち８０％以上が生活動組織のうち８０％以上が生活動組織のうち８０％以上が生

産資源補修の自主施工（全て専産資源補修の自主施工（全て専産資源補修の自主施工（全て専産資源補修の自主施工（全て専

門業者に任せず、地域でできるこ門業者に任せず、地域でできるこ門業者に任せず、地域でできるこ門業者に任せず、地域でできるこ

とは地域でやる）を経験とは地域でやる）を経験とは地域でやる）を経験とは地域でやる）を経験

うち３８％の組織は、本対策にようち３８％の組織は、本対策にようち３８％の組織は、本対策にようち３８％の組織は、本対策によ

り初めて経験り初めて経験り初めて経験り初めて経験

⑤－２ 活動の持続性（生産資源の補修・修繕技術の習得）

自主施工の経験状況 組織数、％

N=626

本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上本対策により、活動組織の補修・修繕技術力は飛躍的に向上

機能診断や小規模なｺﾝｸﾘｰﾄ補修、ゲート類の補修は、８割以上の組織が高度なも機能診断や小規模なｺﾝｸﾘｰﾄ補修、ゲート類の補修は、８割以上の組織が高度なも機能診断や小規模なｺﾝｸﾘｰﾄ補修、ゲート類の補修は、８割以上の組織が高度なも機能診断や小規模なｺﾝｸﾘｰﾄ補修、ゲート類の補修は、８割以上の組織が高度なも

の以外は自分でできるように変化（対策前は２～３割）の以外は自分でできるように変化（対策前は２～３割）の以外は自分でできるように変化（対策前は２～３割）の以外は自分でできるように変化（対策前は２～３割）
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組織の技術力（機能診断） ％ 組織の技術力（小規模ｺﾝｸﾘｰﾄ補修） ％

N=635 N=633

52



Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２）地域の将来への効果

⑤－２ 活動の持続性（生産資源の補修・修繕技術の習得） 前ページの続き
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組織の技術力（ゲート類補修） ％
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組織の技術力（災害時の応急措置） ％

災害時の応急措置も高度なもの以外自力でできる組織が６割以上に増加災害時の応急措置も高度なもの以外自力でできる組織が６割以上に増加災害時の応急措置も高度なもの以外自力でできる組織が６割以上に増加災害時の応急措置も高度なもの以外自力でできる組織が６割以上に増加

N=627N=590

組織の技術力（ゲート類補修） ％ 組織の技術力（災害時の応急措置） ％
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組織の技術力（小規模ｺﾝｸﾘｰﾄ水路布設） ％
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ほぼ完璧にできる 高度なもの以外できる
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組織の技術力（小規模なｺﾝｸﾘｰﾄ農道舗装） ％

N=623 N=621

53

Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２）地域の将来への効果

１０年後、交付金がないとの前提で、現在の活動をどの程度継続できるかと１０年後、交付金がないとの前提で、現在の活動をどの程度継続できるかと１０年後、交付金がないとの前提で、現在の活動をどの程度継続できるかと１０年後、交付金がないとの前提で、現在の活動をどの程度継続できるかと

いった設問に関する回答では、基礎的な維持活動は今の７割程度でできる組いった設問に関する回答では、基礎的な維持活動は今の７割程度でできる組いった設問に関する回答では、基礎的な維持活動は今の７割程度でできる組いった設問に関する回答では、基礎的な維持活動は今の７割程度でできる組

織が６３％確保できる見通しだが、せっかく技術力をつけた「生産資源の補修」織が６３％確保できる見通しだが、せっかく技術力をつけた「生産資源の補修」織が６３％確保できる見通しだが、せっかく技術力をつけた「生産資源の補修」織が６３％確保できる見通しだが、せっかく技術力をつけた「生産資源の補修」

や地域ぐるみの活動で連帯感を高揚している「農村環境向上活動」などは、７や地域ぐるみの活動で連帯感を高揚している「農村環境向上活動」などは、７や地域ぐるみの活動で連帯感を高揚している「農村環境向上活動」などは、７や地域ぐるみの活動で連帯感を高揚している「農村環境向上活動」などは、７

割ベースの活動を維持できるのは組織の３０％に満たない。割ベースの活動を維持できるのは組織の３０％に満たない。割ベースの活動を維持できるのは組織の３０％に満たない。割ベースの活動を維持できるのは組織の３０％に満たない。

⑤－３ 活動の持続性（共同活動の持続性）
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⑤－４活動の持続性（営農活動の持続性）

さらに拡大

したい, 

26.5%

現状維持で

続けたい, 

69.9%
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い, 1.2%

やめたい, 
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縮小・廃止
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●活動の継続・拡大を望んでいる地区

は９６％となっている。

n=83

（２）地域の将来への効果

全・安心な
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35%
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かったため

38%

収量・品質

が低下した

ため

25%

手間がかか

るため

25%

●継続・拡大を望む理由は、「消費者

へ安全・安心な農産物を届けるため」

が最も多く、「水質などの地域の環境

をよくするため」、「販売価格を上げる

ため」の順となっている。

●縮小・廃止を望む理由は、「販売価

格が上がらなかったため」が最も多く

なっている。

n=3

n=80
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（２）地域の将来への効果

活動組織の約５割において、地域の将来像についての話合いを始めていると活動組織の約５割において、地域の将来像についての話合いを始めていると活動組織の約５割において、地域の将来像についての話合いを始めていると活動組織の約５割において、地域の将来像についての話合いを始めていると

いった状況。話し合うべきという意識は１００％近くに達しており、今後いかにこいった状況。話し合うべきという意識は１００％近くに達しており、今後いかにこいった状況。話し合うべきという意識は１００％近くに達しており、今後いかにこいった状況。話し合うべきという意識は１００％近くに達しており、今後いかにこ

の話合いを進めるよう、また内容を充実させるよう指導していくかが課題。の話合いを進めるよう、また内容を充実させるよう指導していくかが課題。の話合いを進めるよう、また内容を充実させるよう指導していくかが課題。の話合いを進めるよう、また内容を充実させるよう指導していくかが課題。

また、地域農業の担い手に関する進捗率が最も低く、地域内でも重い課題とまた、地域農業の担い手に関する進捗率が最も低く、地域内でも重い課題とまた、地域農業の担い手に関する進捗率が最も低く、地域内でも重い課題とまた、地域農業の担い手に関する進捗率が最も低く、地域内でも重い課題と

なっている姿がうかがわれる。なっている姿がうかがわれる。なっている姿がうかがわれる。なっている姿がうかがわれる。

⑥地域の将来像

4 13 43 39 1共同活動の将来像
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地域農業の担い手

活動組織の後継者

結論を得て地域内で共有 話合いは進んでいる。方向がみえたところ

話合いをはじめたところ 話さなければと感じているが機会が持てない

話し合うつもりもない

地域の将来像に関する話合いの進捗状況 回答割合（％） 56



◆まとめ 「地域の将来への効果」◆

・地域の自主的な生産資源の保全管理を継続していくことで、将

来にわたって機能に支障無く使える水路、ため池等の生産資源

は、飛躍的に増大

・地域の生産資源保全管理の技術力は飛躍的に向上・地域の生産資源保全管理の技術力は飛躍的に向上

・全組織の半数程度において、本対策が契機となって地域づくり

のリーダーが養成された、または養成中

・地域の将来に関する話合いも始まっている。これを今後後押し

する対応が求められる

・大部分の活動組織が、今後も営農活動を続けたいと考えている

57
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（３）活動のより一層の充実のために

＜事例検証①＞ 地域の課題を的確に捉え、創意工夫のある活動を実施している例

～猪苗代湖周辺における「水質保全」への取り組み～ 東田面のふるさとを守る会

猪苗代湖の水質日本一を取り戻すための活動・・・刈り取った草（有機物）は湖水に流しません

一斉草刈り後

大排水で刈草回収（ハシゴ）

地域の発明

小排水路用スクリーン

小排水路

での

日常管理

地域の工夫：活動カレンダー

組織で行う

水調査

専門機関に

依頼する調査

PH ○

ＣＯＤ ○

T-N（窒素濃度） ○

リン酸濃度 ○

より詳細な水質調査

組織でパックテストで行う通常の水組織でパックテストで行う通常の水組織でパックテストで行う通常の水組織でパックテストで行う通常の水

質調査の他に、「猪苗代湖の水質県質調査の他に、「猪苗代湖の水質県質調査の他に、「猪苗代湖の水質県質調査の他に、「猪苗代湖の水質県

条例」で重視されている「窒素濃度」条例」で重視されている「窒素濃度」条例」で重視されている「窒素濃度」条例」で重視されている「窒素濃度」

や「や「や「や「りんりんりんりん酸濃度」を専門の計量検定酸濃度」を専門の計量検定酸濃度」を専門の計量検定酸濃度」を専門の計量検定

機関に持ち込み分析を依頼。機関に持ち込み分析を依頼。機関に持ち込み分析を依頼。機関に持ち込み分析を依頼。

専門機関に出向き、分析結果の解専門機関に出向き、分析結果の解専門機関に出向き、分析結果の解専門機関に出向き、分析結果の解

説も受けている。説も受けている。説も受けている。説も受けている。

課題を意識した活動でより高い効果

活動のべ参加者数は県平均並み活動のべ参加者数は県平均並み活動のべ参加者数は県平均並み活動のべ参加者数は県平均並み しかししかししかししかし

本組織では、対策前「付き合いは表面的」本組織では、対策前「付き合いは表面的」本組織では、対策前「付き合いは表面的」本組織では、対策前「付き合いは表面的」→
対策後「意識の共有ができている」に変化対策後「意識の共有ができている」に変化対策後「意識の共有ができている」に変化対策後「意識の共有ができている」に変化

県平均 東田面

面積(ha）当活動

参加者数

8.8 8.6

2.9 2 
3.1 4

0.0 
2.0 
4.0 

県全体 東田面

「地域の人々の結び付き：４段階」「地域の人々の結び付き：４段階」「地域の人々の結び付き：４段階」「地域の人々の結び付き：４段階」

対策前後変化対策前後変化対策前後変化対策前後変化

対策前

対策後

59

Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（３）活動のより一層の充実のために

＜事例検証②＞ 特徴的な活動を一つ創ることで活動全体を盛り上げている事例

～晩秋のひまわり 渋佐地域資源保全隊～

１１月のひまわり（１ha）

種植えや絵画会

ｲﾍﾞﾝﾄとしてフル活用

地区内外からの

高い注目

23% 22%36% 41%

0%
10%
20%
30%
40%
50%

Ｈ１９ Ｈ２０

基礎＋農地・水向上活動の非基礎＋農地・水向上活動の非基礎＋農地・水向上活動の非基礎＋農地・水向上活動の非

農業者参画割合の推移農業者参画割合の推移農業者参画割合の推移農業者参画割合の推移

県平均 渋佐

注目度の高い活動により

他の活動へも影響が

3.13

3.063.02

3.46

3.36
3.4

2

3

4

生産資源

の保全管

理

農村環境

の向上

集落機能

活性化

施策目的への総合的な到達度（５段階評価）施策目的への総合的な到達度（５段階評価）施策目的への総合的な到達度（５段階評価）施策目的への総合的な到達度（５段階評価）

県平均

特徴的な活

動があると

する組織

N=91

県全体でみて県全体でみて県全体でみて県全体でみて

も、特徴的な活動も、特徴的な活動も、特徴的な活動も、特徴的な活動

をもっているというをもっているというをもっているというをもっているという

組織では、各目的組織では、各目的組織では、各目的組織では、各目的

への到達度がへの到達度がへの到達度がへの到達度が

県平均より高く県平均より高く県平均より高く県平均より高く

なっている。なっている。なっている。なっている。
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Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（３）活動のより一層の充実のために

＜事例検証③＞ インターネットによる情報発信、広報紙などにより活動を盛り上げている事例

～細谷・新田水環境保全協議会～

ブログや広報紙による情報発信
様々な活動を地域ぐるみで

活動の発展－１

農地・水で培った技術力で農地有効利用支援への取組み

農地・水での中古Ｕ字溝設置 農地有効利用支援にも応募

耕作放棄地拡大防止などを目的とし、小規模生産資耕作放棄地拡大防止などを目的とし、小規模生産資耕作放棄地拡大防止などを目的とし、小規模生産資耕作放棄地拡大防止などを目的とし、小規模生産資

源の改修工事に補助する「農地有効利用支援事業」に源の改修工事に補助する「農地有効利用支援事業」に源の改修工事に補助する「農地有効利用支援事業」に源の改修工事に補助する「農地有効利用支援事業」に

積極的に応募。積極的に応募。積極的に応募。積極的に応募。

本事業は地域共同施工の方が地元負担金が有利に本事業は地域共同施工の方が地元負担金が有利に本事業は地域共同施工の方が地元負担金が有利に本事業は地域共同施工の方が地元負担金が有利に

なる仕組みがあり、農地・水の経験をフル活用しているなる仕組みがあり、農地・水の経験をフル活用しているなる仕組みがあり、農地・水の経験をフル活用しているなる仕組みがあり、農地・水の経験をフル活用している

活動の発展－２

ビオトープと里川を子供達に提供

生き物観察を小学校に呼びかけ

61

＜事例検証③＞ インターネットによる情報発信、広報紙などにより活動を盛り上げている事例

～細谷・新田水環境保全協議会～

県平均に比べ大幅増の成果が得られている

1.77

0.39 0.36

4.00 

3.00 

1.00 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

景観 生態系 水質

農村環境の対策前後の向上度（５段階評価）農村環境の対策前後の向上度（５段階評価）農村環境の対策前後の向上度（５段階評価）農村環境の対策前後の向上度（５段階評価）

県平均

細谷新田 3.13
5

0
1
2
3
4
5

県平均 細谷新田

目的への到達度（５段階評価目的への到達度（５段階評価目的への到達度（５段階評価目的への到達度（５段階評価））））

生産生産生産生産資源保全について資源保全について資源保全について資源保全について

景観 生態系 水質 県平均 細谷新田

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

2.9 

2.9 

2.7 

2.7 

1

1

1

1

4

4

4

4

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 

施設機能診断

小規模ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

災害時応急措置

小規模水路布設

技術力の対策前後の向上状況（４段階評価）技術力の対策前後の向上状況（４段階評価）技術力の対策前後の向上状況（４段階評価）技術力の対策前後の向上状況（４段階評価）

細谷新田 対策後

細谷新田 対策前

県平均 対策後

県平均 対策前

2.7 
3.4 

2

4
2.6 

3.3 
2

4
2.9 3.2 

2

4

0.0 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 

県平均

対策前

県平均

対策後

細谷新田

対策前

細谷新田

対策後

世代間や団体間の交流、地域の人々の結び付き世代間や団体間の交流、地域の人々の結び付き世代間や団体間の交流、地域の人々の結び付き世代間や団体間の交流、地域の人々の結び付き

対策前後変化（４段階評価）対策前後変化（４段階評価）対策前後変化（４段階評価）対策前後変化（４段階評価）

世代間交流 団体間交流 地域の人々の結び付き62



Ⅵ 総合的な取り組みの成果

（３）活動のより一層の充実のために

＜事例検証④＞ 消費者との交流を積極的に行い販売価格を向上させている事例

～松川地区環境保全事業組合～

学校教育と連携した普及啓発 首都圏の消費者を招いたほ場見学

有機農業への関心が高有機農業への関心が高有機農業への関心が高有機農業への関心が高

く、先進的な防除技術をく、先進的な防除技術をく、先進的な防除技術をく、先進的な防除技術を

用いているだけでなく、消用いているだけでなく、消用いているだけでなく、消用いているだけでなく、消

費者との交流活動も積極費者との交流活動も積極費者との交流活動も積極費者との交流活動も積極

的に実施している。的に実施している。的に実施している。的に実施している。

その他の取組

消費者との意見交換会

広報誌の作成

標示票の設置

106 

122 

100 110 120 130

県平均

松川

（％）（％）（％）（％）水稲の販売価格（慣水稲の販売価格（慣水稲の販売価格（慣水稲の販売価格（慣

行と比較）行と比較）行と比較）行と比較）

76%

50%

16%

26%

1%

0%

6%

20%

1%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

県平

均

松川

（％）（％）（％）（％）

水稲の販売先水稲の販売先水稲の販売先水稲の販売先

農協

農協以外の流通

業者

直売所

小売りへの直接

販売

インターネット等

契約販売

標示票の設置

県内トップレベルの販売

価格を誇る

販売先も農協の割合が少なく、様々な販売経路を

確保している
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◆まとめ 「活動のより一層の充実のために」◆

・「地域で共有できる課題」を見つけ、それに向かって活動を重

点化していくことは、地域を盛り上げるのに効果的。

地域のみんなが積極的になれば、活動のアイディアも豊富にな

る。

・「シンボルとなる活動の一つもつこと」は他の活動にも好影響・「シンボルとなる活動の一つもつこと」は他の活動にも好影響

があり、活動の充実のため効果的。

・「広報活動」は活動の輪を広げるため欠かせない手段。イン

ターネットや印刷された広報紙でなくとも、成果をアピールする

ビラをより多くの回数で関係全戸配布することを推奨したい。

・「消費者との交流活動」や「多様な販売経路」を持つことが、

農産物の販売価格を向上に寄与している。
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組織数 交付面積(ha) 交付金額（円） 組織数 交付面積(ha) 交付金額（円）

平成１９年度
594 33,967 1,382,821,240 17 452 30,135,080

平成２０年度
650 36,757 1,497,850,600 71 1,606 109,502,300

共同活動支援 営農活動交付金

Ⅵ 事業運営の検証

（１）交付金使途の検証

①交付実績額

②共同活動支援交付金の使途（各活動組織）

470, 27%

530, 30%205, 12%

236, 14%

295, 17%

平成２０年度交付金支出内訳平成２０年度交付金支出内訳平成２０年度交付金支出内訳平成２０年度交付金支出内訳

総額１，７３６百万総額１，７３６百万総額１，７３６百万総額１，７３６百万

日当 購入・リース費 委託費 その他 次年度繰越

370, 27%

414, 30%150, 
11%

213, 15%

236, 17%

平成１９年度交付金支出内訳（百万円）平成１９年度交付金支出内訳（百万円）平成１９年度交付金支出内訳（百万円）平成１９年度交付金支出内訳（百万円）

総額１，３８３百万総額１，３８３百万総額１，３８３百万総額１，３８３百万

日当 購入・リース費 委託費 その他 次年度繰越

交付金
1,383

Ｈ１９収入額（百万）

前年繰越
236

交付金
1,498

利子等
2

合計
1,736

Ｈ２０収入額（百万）
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③共同活動支援交付金の翌年度繰越金について

Ⅵ 事業運営の検証

（１）交付金使途の検証

1,383 1,498

2,881

236 59 295
0

500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１９＋Ｈ２０

共同活動支援交付金共同活動支援交付金共同活動支援交付金共同活動支援交付金 繰越金の状況（百万円）繰越金の状況（百万円）繰越金の状況（百万円）繰越金の状況（百万円）

単年度交付額 単年度発生繰越金

17%

4%

10%

0%

5%

10%

15%

20%

Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ１９＋Ｈ２０

繰越率の推移繰越率の推移繰越率の推移繰越率の推移 （％）（％）（％）（％）

平成１９年度は対策初年度であり、平成１９年１０平成１９年度は対策初年度であり、平成１９年１０平成１９年度は対策初年度であり、平成１９年１０平成１９年度は対策初年度であり、平成１９年１０月採択月採択月採択月採択の組織もあったことから、の組織もあったことから、の組織もあったことから、の組織もあったことから、

交付交付交付交付額額額額の１７％にあたるの１７％にあたるの１７％にあたるの１７％にあたる比較比較比較比較的的的的大大大大きなきなきなきな繰越繰越繰越繰越金が発生した。金が発生した。金が発生した。金が発生した。

平成２０年度は平成２０年度は平成２０年度は平成２０年度は単単単単年度交付年度交付年度交付年度交付額額額額からみて４％とからみて４％とからみて４％とからみて４％と落落落落ちちちち着着着着き、平成２０年度き、平成２０年度き、平成２０年度き、平成２０年度末末末末ではではではでは総総総総交交交交

付付付付額額額額の１０％程度がの１０％程度がの１０％程度がの１０％程度が繰越繰越繰越繰越金となっている。金となっている。金となっている。金となっている。

これらこれらこれらこれら繰越繰越繰越繰越金は、金は、金は、金は、各各各各活動組織において、活動組織において、活動組織において、活動組織において、翌翌翌翌年度年度年度年度春先春先春先春先にににに翌翌翌翌年度交付金が交付され年度交付金が交付され年度交付金が交付され年度交付金が交付され

るまでのるまでのるまでのるまでの間間間間のつなのつなのつなのつなぎぎぎぎ資金に資金に資金に資金に用用用用いられたり、いられたり、いられたり、いられたり、一一一一時的に時的に時的に時的に費用費用費用費用をををを必要必要必要必要とする施設とする施設とする施設とする施設整備整備整備整備（（（（ポポポポ

ンプンプンプンプの分の分の分の分解点検整備解点検整備解点検整備解点検整備など）のなど）のなど）のなど）の原原原原資となっている。資となっている。資となっている。資となっている。

なお、本対策では、対策なお、本対策では、対策なお、本対策では、対策なお、本対策では、対策終了終了終了終了時の平成２３年度時の平成２３年度時の平成２３年度時の平成２３年度末末末末に、組織でに、組織でに、組織でに、組織で支出支出支出支出しなかった交付しなかった交付しなかった交付しなかった交付

金について、金について、金について、金について、国国国国・・・・県県県県・・・・市町市町市町市町村に村に村に村に返還返還返還返還することがすることがすることがすることが定定定定められている。められている。められている。められている。福島福島福島福島地域地域地域地域協議協議協議協議会で会で会で会で

は、活動組織より平成２３年度は、活動組織より平成２３年度は、活動組織より平成２３年度は、活動組織より平成２３年度末末末末までまでまでまで支出予定支出予定支出予定支出予定のない交付金ののない交付金ののない交付金ののない交付金の返納申返納申返納申返納申しししし出出出出があっがあっがあっがあっ

たたたた場場場場合、その時合、その時合、その時合、その時点点点点でででで返納返納返納返納する手続きを平成２１年度からする手続きを平成２１年度からする手続きを平成２１年度からする手続きを平成２１年度から定定定定めている。めている。めている。めている。 66



③共同活動支援交付金の支出内訳

Ⅵ 事業運営の検証

（１）交付金使途の検証

日当 機械経費 物財費 委託費等

ｱﾙﾊﾞｲﾄ等

賃金
役員報酬 旅費 事務費 その他

次年度

繰越

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000

平成２０年度共同活動支援交付金支出内訳（千円）平成２０年度共同活動支援交付金支出内訳（千円）平成２０年度共同活動支援交付金支出内訳（千円）平成２０年度共同活動支援交付金支出内訳（千円）

H20支出総額

1,736,079

賃金 繰越

系列1 470,522 252,573 277,597 205,246 10,219 113,754 16,534 47,085 47,793 294,756

費目費目費目費目 各支出各支出各支出各支出の内容の内容の内容の内容 H20支出額支出額支出額支出額

日当

共同活動時の活動時間に応じた支払い

時間当たり日当単価は各組織が規約等で定める

＜参考＞

２０年度の６５０組織ののべ活動参加人数 ３２万人

２０年度の延べ活動時間数合計 ８万６，７００時間

２０年度の日当支払い額合計 ４億７，０５２万円

時時時時間当間当間当間当 県県県県内平内平内平内平均日当単価均日当単価均日当単価均日当単価 ５４３５４３５４３５４３円円円円

＊日当支払い対象外者（子供等）の入っているため参考数値

４７０，５２２
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費目費目費目費目 各支出各支出各支出各支出の内容の内容の内容の内容 H20支出額支出額支出額支出額

機械経費

草刈り機、軽トラ等借上料

（草刈り機 500円／1回などの組織が多い）
自主施工時の重機賃料（バックホウ） など

２５２，５７３

物材費

生産資源（水路等）補修用資材

植栽用の苗、肥料 など

２７７，５９７

委託費等

外注工事の工事請負費

水質調査や事務取りまとめの委託費

２０５，２４６

③共同活動支援交付金の支出内訳

（１）交付金使途の検証

Ⅵ 事業運営の検証

水質調査や事務取りまとめの委託費

ｱﾙﾊﾞｲﾄ等賃金 各種書類作成を頼んだ時の賃金 など １０，２１８

役員報酬

会長、各種団体長、会計、庶務等役員等に対する

活動の段取りや取りまとめ等に要する対価

１１３，７５４

旅費 研修会出席時等の旅費 １６，５３４

事務費 写真現像、事務用品購入費 など ４７，０８５

その他 活動時お茶代等 ４７，８２１

次年度繰越 ２９４，７５６68



（１）交付金使途の検証

Ⅵ 事業運営の検証

②活動組織における営農活動支援交付金の使途

営農基礎支

援, 3.0 

「水稲」, 27.1 

Ｈ１９営農活動交付金支出Ｈ１９営農活動交付金支出Ｈ１９営農活動交付金支出Ｈ１９営農活動交付金支出

総額３０．１百万総額３０．１百万総額３０．１百万総額３０．１百万

営農基礎

支援, 12.3

「水稲」, 

葉茎菜類, 
0.1

施設トマト, 
0.4

果樹, 0.3

Ｈ２０営農Ｈ２０営農Ｈ２０営農Ｈ２０営農活動交付金支出活動交付金支出活動交付金支出活動交付金支出

総額１０９．５百万総額１０９．５百万総額１０９．５百万総額１０９．５百万

営農基礎支援 「水稲」

「水稲」, 
96.4

営農基礎支援 「水稲」 葉茎菜類 施設トマト 果樹

営営営営農活動農活動農活動農活動支援支援支援支援交付金のうち、約９割が、交付金のうち、約９割が、交付金のうち、約９割が、交付金のうち、約９割が、先先先先進的進的進的進的営営営営農活動を農活動を農活動を農活動を行行行行う上でのう上でのう上でのう上での掛掛掛掛かり増しかり増しかり増しかり増し

経経経経費費費費である、である、である、である、先先先先進的進的進的進的営営営営農農農農支援支援支援支援交付金となっており、交付金となっており、交付金となっており、交付金となっており、残残残残りが、環境りが、環境りが、環境りが、環境負荷負荷負荷負荷低低低低減減減減に向けたに向けたに向けたに向けた

推推推推進活動を進活動を進活動を進活動を行行行行うううう費用費用費用費用となる、となる、となる、となる、営営営営農基礎活動農基礎活動農基礎活動農基礎活動支援支援支援支援交付金となっている。交付金となっている。交付金となっている。交付金となっている。
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Ⅵ 事業運営の検証

（２）事業制度や制度の運用について

①活動組織からの「事業制度」に関する要望

61%

２ 事業要件の活動数をもっと減らして「地域の実情」を踏ま

１ 実績報告など各書式をもっと簡素化して欲しい

事業事業事業事業制度に制度に制度に制度に関する活動組織からの要望関する活動組織からの要望関する活動組織からの要望関する活動組織からの要望

複数回答複数回答複数回答複数回答 ％％％％ N=523

事事事事業制度に関する業制度に関する業制度に関する業制度に関する要望要望要望要望で、最もで、最もで、最もで、最も大大大大きいのは、平成２３年度で本対策がきいのは、平成２３年度で本対策がきいのは、平成２３年度で本対策がきいのは、平成２３年度で本対策が終了終了終了終了しししし

た後、制度の継続た後、制度の継続た後、制度の継続た後、制度の継続要望要望要望要望であった。回答であった。回答であった。回答であった。回答項目項目項目項目６の６の６の６の次期次期次期次期制度に関する制度に関する制度に関する制度に関する注文注文注文注文やそのやそのやそのやその

他記載欄他記載欄他記載欄他記載欄のののの半数半数半数半数以上が制度継続以上が制度継続以上が制度継続以上が制度継続要望要望要望要望であることから、であることから、であることから、であることから、県県県県内内内内各各各各地域における「地域における「地域における「地域における「次次次次

期期期期対策」への対策」への対策」への対策」への期待期待期待期待のののの大大大大きさがうかがわれる。きさがうかがわれる。きさがうかがわれる。きさがうかがわれる。

52%

65%

15%

32%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

６ 時期対策を考える場合これ以上難しい制度にしないで欲

しい

５ ５年間で終了するだけでなく次期期対策へと継続して欲し

い

４ 小規模な地域でも活動が成り立つような交付単価として

欲しい

３ 地域活動指針をもっと弾力的に解釈し、個性的な活動が

できるようにして欲しい

２ 事業要件の活動数をもっと減らして「地域の実情」を踏ま

えた活動の集中化ができるようにして欲しい
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要望事項要望事項要望事項要望事項 福島県福島県福島県福島県農地・農地・農地・農地・水水水水・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域協議協議協議協議会の会の会の会の方針方針方針方針

事務の簡素化

○必要以上の書類作成を求めないよう引き続き努力する

本対策は全て公金で実施されており、活動内容や経費の詳細な証明を求められ

る以上、交付金の目的や活動項目が広範な本対策では、作成書類量がどうしても

多くなってしまっているのが現状。また、各年次の実績報告の審査の積み重ねなど

から、年々書類が増えていることも事実と認識している。

引き続き、必要以上の書類作成を求めないこと、書類作成時の整理の工夫など

について中間指導時に提案するなど努力していきたい。

地域の実情を踏
○「活動組織からの提案」へ、より柔軟に対応する

Ⅵ 事業運営の検証

（２）事業制度や制度の運用について

②「事業制度」に関する要望の対応方針

地域の実情を踏

まえた活動の重

点化や個性的活

動の許容

現行制度、地域活動指針の枠組み内で、個別具体の活動がどの程度許容される

かは、県版Ｑ＆Ａだけでは判断は難しいと考える。まず、市町村なり協議会支部な

りに相談されたい。できる限り柔軟に対応したい

小規模地域にお

ける交付単価の

見直し

○現行では困難、小さな組織はまとまって実施されることを提案

交付単価の見直しは本対策期間中は困難であろう。市町村や土地改良区の応援

を得て多数の集落を１組織とする方法（西会津町、柳津町方式）を提案する

次期対策への

制度継続要望

○まずは残り２年の活動を充実させて成果を拡大する

本評価において、各活動組織の取り組みが一定以上の効果をあげ順調に進捗し

ていることが確認できた。また制度継続要望が高いことも確認できたので、今後も

活動の成果を拡大しながら、機会を捉えて国等に働きかけていきたい
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Ⅵ 事業運営の検証

（２）事業制度や制度の運用について

③活動組織からの「地域協議会の指導」に関する要望

福島福島福島福島地域地域地域地域協議協議協議協議会の会の会の会のガイドラインガイドラインガイドラインガイドラインのののの緩和緩和緩和緩和に対するに対するに対するに対する要望要望要望要望や、経や、経や、経や、経費費費費のののの支出支出支出支出のののの可否可否可否可否をををを

明確にして明確にして明確にして明確にして欲欲欲欲しいというしいというしいというしいという要望要望要望要望がががが多多多多い。い。い。い。

次項次項次項次項でででで協議協議協議協議会の会の会の会の方針方針方針方針をををを示示示示すすすす

64%

２ もっと他組織の活動内容とかの情報を提供して

１ 福島協議会のガイドラインを緩和して欲しい

福島地域協議会の指導に関する活動組織からの要望福島地域協議会の指導に関する活動組織からの要望福島地域協議会の指導に関する活動組織からの要望福島地域協議会の指導に関する活動組織からの要望

複数回答複数回答複数回答複数回答 ％％％％ N=508

18%

40%

18%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

５ 市町村、県、協議会事務局で違ったことを言うの

を止めて欲しい

４ どれが使って良い経費で何が駄目な経費なのか

明確に示して欲しい

３ 書類の書き方についてもっと具体的に教えて欲

しい

２ もっと他組織の活動内容とかの情報を提供して

欲しい
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要望事項要望事項要望事項要望事項 福島県福島県福島県福島県農地・農地・農地・農地・水水水水・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域協議協議協議協議会の会の会の会の方針方針方針方針

○活動経費の支出割合の上限指針値を定める４項目（日当４割以内、

基礎活動４割以内、外注費２割以内、機械購入費２割以内）について

は、各活動組織から個別に「目的」と「活動計画」を聞き取ったうえで、弾

力的な運用をする

○その他５項目は従来とおりの運用とする

経費の支出割合の目安を定める４項目のガイドラインについては、より効果の高

い活動への誘導を意図して設定されており、事業着手当初は各組織の活動内容の

Ⅵ 事業運営の検証

（２）事業制度や制度の運用について

④「地域協議会の指導」に関する要望の対応方針

地域協議会ガイド

ラインの緩和

誘導に一定の成果をあげた。

しかし、各活動組織における個別具体の課題が、「体制整備構想（案）」などの地

域の話合いが進む中で明らかになってきており、「自主施工による補修活動を充実

させるため日当４割を超えたい」などの個別事情により「緩和」を望む声が高くなっ

ている。このため、下記ガイドライン設定時の意図に配慮し、かつ各組織の超過目

的と見込まれる成果を勘案しながら、各組織の事情に応じた弾力的な運用をとるこ

ととしたい。なお、排除されるべき事案（目的・効果に疑問のある大型農機具の購入

など）への対応のため、「緩和」ではなく「弾力的運用」としたい。

・日当４割 公的支援終了後の地域共同活動の持続性に影響を与えないこと

・基礎４割 従来の活動ばかりでなく本対策を契機に新しい地域活動をすること

・外注２割 自主施工の充実を図ること、ハードだけを目的とした対策でないこと

・機械２割 共同活動経費に影響を及ぼすような偏りをなくすこと
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要望事項要望事項要望事項要望事項 福島県福島県福島県福島県農地・農地・農地・農地・水水水水・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域・環境保全向上対策地域協議協議協議協議会の会の会の会の方針方針方針方針

活動の情報提供

○引き続き事例紹介や本評価の結果を交えた情報提供を行う

平成２１年度は、方部別研修会での県内や全国事例の紹介、東北６県の事例発

表会の県内開催などを行ったが、２２年度は本評価における「事例検証」や「地域

の工夫事例」などを方部別研修会や広報紙で引き続き行っていく。

書類の書き方に

ついての指導

○希望する組織を対象とした勉強会（講義ではなく、質問形式）

の企画を検討する

現在は中間指導時や研修会時に対応しているが、時間がなく不充分だとの意見

と考えられる。協議会側からの一方的説明でない機会を設けることが有効と考えら

Ⅵ 事業運営の検証

（２）事業制度や制度の運用について

④「地域協議会の指導」に関する要望の対応方針

と考えられる。協議会側からの一方的説明でない機会を設けることが有効と考えら

れる。人員的な都合から全県下での実施は困難だが、できるところから対応したい

経費の支出可否

の明確化

○一般的な経費以外の支出基準の一律明確化は困難

一般的な経費の使途基準については、これは既に明確化しているが、相談の多

い個別具体の経費については、地区事情により判断が分かれるため一律の明確

化はしない方が、地域の個性が発揮できると考える。本協議会の判断基準は、「本

対策目的に合致しているか」「その地域にとって効果が見込める経費か」「社会通

念上認められる経費か」程度である。判断に迷う場合は相談されたい。

市町村、県、協議

会の指導内容の

統一

○できる限り意志統一して指導にあたる

全県的な対応方針等については、県や市町村の担当者会議等で意見の交換を

密にしてしっかり意志統一したい。しかしながら、上記の個別具体な経費の支出基

準等について、各市町村の考え方の違い等もあり、全てを統一することはしない。
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＜参考データ＞

組織代表や活動参加者、市町村からの感想

①事業に取り組んだ総括感想

380, 
59%

209, 
32%

9, 1%

50, 
8% 組織代表の感想組織代表の感想組織代表の感想組織代表の感想N=648

やって良

かった

まあまあ

やって良

かった

やらない方

が良かった

361, 
56%

269, 
41%

12, 
2% 7, 1%
農業者の感想農業者の感想農業者の感想農業者の感想N649

やって良

かった

まあまあ

やって良

かった

やらない方

が良かった

340, 
53%

289, 
45%

8, 1% 10, 1%
非農業者の感想非農業者の感想非農業者の感想非農業者の感想N647

やって良かっ

た

まあまあやっ

て良かった

やらない方が

良かった

不明

21, 
46%

23, 
50%

0, 0% 2, 4%
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